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1. はじめに

中国政府は、2022 年 1 月 1 日より、中国に輸入される食品の製造等を行った企業の

登録を求める「輸入食品海外製造企 業登録管理規定」（税関総署令第 248 号）

（以下、「新規定」という）を施行しました。これにより、中国へ食品を 輸出するためには、

製造等を行った企業の登録が必要です。

ここでは企業自ら中国政府に登録が求められる品目について、中華人民共和国輸入食品

海外製造企業登録管理システム（国際貿易シングルウインドウ）（以下、「シングルウイン

ドウ」という）への登録申請方法について説明します。

※画面や仕様は2026年3月時点のものです。システムは予告なく頻繁にupdate をされ

ており、今後も更新、変更、機能追加されることが予想されますのでご了承ください。

申請はすべて「シングルウインドウ」のWebシステムで実施します。

ア ド レ ス https://cifer.singlewindow.cn

使用言語 英語・中国語

ブ ラ ウ ザ
Google  chrome ・ Microsoft  Edge を推奨
※Internet  Explorer では正しく作動しない可能性があります。

添付ファイル
形式 *.jpg *.jpeg* .gif*.png* .bmp* .pdf 

サイズ 4MBまで

アカウント作成 情報登録 申 請 審 査

承 認 ・・・ 中国食品登録番号が付与されます。

返戻（修正指示） ・・・ 登録内容を修正し再申請します。

返戻（申請却下） ・・・ 再申請はできませんので新規申請を行ってください。

申請にあたって

申請の流れ
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Create accountをクリックして、アカウント作成を開始
します。

①Login時に使用するアカウントの名称

②Login時に使用するパスワード

③パスワード（確認用）

④JPN- 日本を選択

⑥担当者名

⑦電話番号（国際表記）

⑧企業住所 ※

⑨アカウント作成時にVerification codeを受信

⑪ Send email verification codeをクリック。
⑨で登録したアドレスへVerification codeが送信されるので、

メールに届いたcodeを入力。

8〜16文字で、大文字、小文字、
数字、記号のうち少なくとも3つを含む
ものとする。

以上でアカウント作成が完了です。

⑩右隣の画像で表示された4桁を入力。ここでは「M77P」
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アカウント作成画面

※ ⑤企業名、⑧企業住所は産地証明書と一致させてください。

⑤企業名 ※

①

②

④

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

③

⑤

⑥

すべての項目の入力が終えたらRegister Nowをクリック。

利用規約とプライバシーポリシーを読んで同意（チェック）。

2. アカウント作成 https://cifer.singlewindow.cn

右上の 【簡体中文 / English】 で表示する言語を
中国語か英語の どちらかを選択します。
ここで選択した言語で、これ以降のページの表示言語
が決定します。

※ブラウザの設定で日本語表示にすると、正確な意味
表示ができない場合があるので注意。

「045-××××-××××」 → 「+81-45-××××-××××」
「0」は省略され、国コードの後に、直接市外局番が続きます。

「＊」 は必須項目です。

「User name」は、忘れると確認方法はありません（パスワードは再設定可能）

https://cifer.singlewindow.cn/


① アカウント名称を入力します。

② パスワードを入力します。

③右隣の画像を読み取り4桁を入力します。

④ Loginをクリックします。

シングルウインドウホーム画面が表示されます。

① 新規の登録申請

② 変更申請

③ 延長申請

④ 取消申請

⑤ 輸入の一時停止/再開/取り消し/削除通知など、税関による通知情報が表示されます。

⑦ 改正が必要な場合は税関から連絡が来ます。改正資料の提出を求められる場合があります。

⑧ 総合検索 クリックするとサブメニューが表示されます。

⑨ 企業自ら登録が求められる品目（政府推薦が必要ない品目）の登録においては使用しません。

⑩ HS/CIQコードの検索

⑪ 公式操作マニュアル※ Login時に選択した言語のマニュアルが閲覧できます。

⑫ よくある質問

⑬ 問い合わせ ※シングルウインドウに関する問い合わせを行う窓口の E-mailアドレスが表示されます。

⑭ バージョンの更新履歴が表示されます。

メニューバー
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3. ログイン
アカウント作成が完了したら、再度トップ画面を開きます。

eport_zixun@customs.gov.cn

①

②

③

④

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

アカウント作成時に設定した

⑥ 再審査が必要な場合税関から連絡が来ます。追加資料の提出を求められる場合があります。



Test Name

TEST Co., LTD.
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4. 「Registration Number」の登録方法

①メニューバーのいすれかをクリックします。

③登録画面が表示されるので「Registration Number」に登録番号を入力します。

④提交(commit)をクリックします。

②メッセージが出たらConfirmをクリックします。

Registration Number(＊)の登録は1回のみです。

修正、変更はできません。

◆同一登録番号で、複数のアカウントを作成することは できません。

◆基本情報登録P9の⑮で営業許可証等、企業を証明する文書の添

付が必要になります。Registration Numberと一致していることが必須

です。

アカウント登録で

入力した情報が

表示されます。

＊営業許可証等登録企業を一意に識別できる番号



Application for registration をクリックし、申請する Product category を選択します。

企業自ら登録する品目（新規

定9条の品目）は下部のカテゴ

リから申請する商品の Product 

category を選択します。

上部のCategoryは、農水省等の

推薦が必要な商品カテゴリ（新規

定7条の指定品目）です。企業自

らの登録では選択ができません。

5. 新規の登録申請

※どちらの申請でも
HSコード + CIQコード(13桁)が
必要です。

※Product category は商品の HSコード + CIQコードの13桁のコードで決定されます。
中国輸入者を通じて、中国海関へ確認するなどして、登録する商品のHSコード（10桁）と、
CIQコード（3桁）を、あらかじめ把握した上で登録をしてください。
メニューの Product type enquiry で、HS コード、CIQ コードから検索することもできます。
また、システムログイン前のトップ画面にある「Food products and the categories」からも検索が可能です。
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6. 登録申請の例（例：Soy sauce（醤油））

必須項目が異なる等、Product category毎に
登録内容が異なります。

ここでは例として醤油(Soy sauce)を挙げます。

Categoryから順に選択していきます。

①Seasoning (excluding sugar)をクリックします。

②Soy sauceのアイコンをクリックします。

Soy sauceのアプリケーションフォームが開きます。

（1） （2） （3） （4）

(1) Declaration information：宣言情報

(2) Basic information：基本情報 企業の情報を入力する。

(3) Production-related information：生産関連情報 商品に関連する情報を入力・添付する。

(4) Attachment information：添付したファイルの情報をまとめたページ。
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6-1. （1）Declaration information

企業登録管理規定の要件に適合することを誓約する企業の声明にチェックを入れます。

全てにチェックを入れたら Next page が表示されるのでクリック

チェックをしないまま別タブをクリックした場合、左のエラーメッセージが出ます。



6-2. （2）Basic information
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途中で中断する場合はSaveで保存します。
削除する場合はDeleteをクリックします。

②

④③

⑥⑤

⑦

①

⑩

⑨

⑫

*⑧担当者電話番号

*⑨担当者e-mail（アカウント情報から引用され自動表示）

⑩中国国内の担当者名

⑪中国国内の担当者電話番号

⑫中国国内の担当者e-mail

*⑬分類（製造、加工、貯蔵）→ 詳細は10ページ

⑭関連するシステム認証取得の有無 → 詳細は11ページ

*⑮国（地域）の管轄当局が発行した生産許可証の添付

⑮のUpload attachmentsをクリックするとポップアップ画面が表示されます。

日本の当局が発行した営業許可証等の企業の証明文書を添付します。

英語か中国語訳を作成して一緒に添付してください。

+Add fileボタンをクリックしファイルを選択します。

Saveをクリックし、ファイルを upload します。

ここでは、Registration Numberとの一致が求められています。
一致しない場合は Located Country (Region) Register 
Number（所在 国登録番号が付与されたこと）を証する書類を追加
でアップロードすることが求められています。

基本情報 企業の情報等を入力します。「＊」 は必須項目です。

入力フィールドがグレーになっている部分は編集できません。

⑧

*①企業名（アカウント情報から引用され自動表示）

*②所在国（地域）の登録及び承認機関の名称 → 詳細は10

ページ

*③州、省、所属地

*④製造施設住所（※産地証明書と一致させてください）

*⑤年間実生産量/処理量（トン/年）

*⑥法定代表者名

*⑦担当者名（アカウント情報から引用され自動表示）

ファイルのuploadが完了したら、Saveをクリックし保存します。

⑪

⑬

⑭

⑮



6-2-1. ② Name of the registration and approval competent
 authority of the country or region
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所在国（地域）の登録及び承認機関の名称を入力します。

選択する

入力フィールドがグレーから白になり、入力可能となります。
（必須項目）

6-2-2 ⑬ Production typeで「Storage」選択した場合

「Storage」を選択すると、右横の2項目の入力フィールドが白になり、入力必須となります。

*Number of storage facilities(unit)→貯蔵施設数（台）

*Capacity of storage facilities (cubic meters)→貯蔵施設の容積（立方メートル）
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6-2-3 ⑭ Whether relevant system certifications have
been obtained?

関連するシステム認証取得の有無を入力します。

   Yesをクリックすると追加項目が出ます。

*Name of the Food Safety Management System→採用している衛生管理マネジメントシステムを選択（必須）

Other name of the Food Safety Management System→上記で「Others」を選択すると、必須項目になります。

Documents of the Food Safety Management System→認証書類をアップロード

登録が完了したら、→Next pageをクリックし6-3. Production-related informationへ移動します。



6-3. （3）Production-related information

Production-related information（生産関連情報）を登録します。

6-2.の⑮と同様にUpload attachmentsボタンをクリックし各ポップアップ画面を開き、UploadしてSaveを進めていきます。
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登録が完了したら、→Next pageをクリックし6-4.Attachment Informationへ移動します。

⑯

⑱

⑰

⑲

㉓

㉒

㉑

⑳

⑯生産工程フローチャート

⑰実際の製品写真

⑱製品ラベルサンプル

⑲原材料一覧

⑳企業の工場、作業場、冷蔵冷凍庫の平面図

㉑過去3回の輸出取引履歴

㉒過去1年間の管轄当局による検査記録

㉓その他の資料

※Categoryが「Vegetables and vegetable products」
「Grain products」「Tea」の場合

（例）「Grain products」

* ⑯「+add」をクリックすると製品登録画面が開くので、

製品名称、HS/CIQコード等を入力をする

* ⑰生産工程フローチャート

⑱企業の工場、作業場、冷蔵冷凍庫の平面図

⑲過去3回の輸出取引履歴

⑳過去1年間の管轄当局による検査記録

㉑その他の資料

⑯

⑰

⑲

⑱

⑳

㉑



6-4. （4）Attachment  information

（2） （3）

（2）から（3）で upload した添付ファイルを一覧で確認することができます。

Previewをクリックすると(1)から(4)のページが１ページにまとめられて表示されます。

すべての登録内容を確認し、問題がなければSubmitをクリックします。
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以上で申請が完了です。

（1） （4）

※一度申請したApplicationは審査が終了するか差し戻しされるまでは編集ができません。



6-5. 登録申請後の進捗確認方法

ホーム画面のメニューバーからComprehensive enquiryを選択し、サブメニューのApplication enquiryを

選択します。 申請したApplication の状況を確認することができます。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① Registration number in China

申請が承認（Approved）されると登録番号が表示されます。登録番号はCJPNから始まる番号です。

② Application type

申請したApplicationの種類を示します。

③ Application status

現在の申請ステータスを表示します。承認されるとステータスはApprovedになります。

④ Customs feedback

差し戻しなどで中国海関からのコメントが有る場合、Viewをクリックするとコメントを読むことができます。

⑤ Institutional feedback（9条品目では使用しません）

差し戻しなどで主管当局からのコメントが有る場合、Viewをクリックするとコメントを読むことができます。

⑥ Handle steps

作業の状態が現在どこにあるかを示します。

⑦ Actions

ViewをクリックしApplicationを開きます。申請中は入力内容を編集することは出来ません。（閲覧のみ）

⑦

14

◆ 修正指示のコメントがある場合は、登録内容を修正し、再申請してください。

◆ 申請却下の場合は、再申請はできませんので、新規登録からやり直してください。
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7. 変更（追加）申請の方法

メニューバーのApplication for modificationをクリックします。

1 ×××××× ××××× ×××××× ××××

変更申請可能な承認済みのApplicationが有る場合は、この部分に表示されます。

Modifyをクリックすると、編集画面が表示されます。

編集方法は新規登録と同様です。

1. Basic  information 基本情報の修正

修正画面はP.9で入力した情報が表示されますので、修正箇所を正しい情報に更新してください。

※アカウント名・所在国（地域）・登録番号・製造施設住所・法定代表者名は修正できません。

2. Production-related information 製造関連情報の修正

修正画面はP.12で登録した製品情報が表示されますので、修正箇所を正しい情報に更新してください。

変更申請をするとApplication form queryにChange applicationが追加され、変更が承認され

るとステータスはApprovedとなり、変更申請が完了します。

Supporting Materials to modify information（変更内容を補足する資料）

Application for modification では、最後に変更内容を補足する資料の添付が必須となっています。

当局の 説明によると変更内容を説明することのできる資料であれば書式は問いません。

変更内容の説明、理由、根拠などを説明する資料を作成し、添付してください。

※一度申請したApplicationは審査が終了するか差し戻しされるまでは編集ができません。
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8. よくある質問

質 問 回 答

どのような企業がシングルウインドウ
の登録が必要ですか？

中国へ輸出する食品等を製造、加工、貯蔵する企業が対象です。
食品添加物や包装材などの食品関連製品については対象外です。

ログインできません。 アカウント名、パスワード、読み取りコードがお間違えでないか再度確認してください。

ログイン後404エラーがでます。 お使いのブラウザのキャッシュをクリアするか、ブラウザをすべて閉じてからGoogle Choromで
再度ログインしてください。https://cifer.singlewindow.cn

改善されない場合はシングルウィンドのURL（上記）を手入力してみてください。

パスワードを忘れました。 ログイン画面の左下のForgot passwordからパスワードの再設定を行ってください。

登録番号とは何ですか？ 営業許可証や保健所への届出番号など、行政等から与えられた工場固有の番号を使用く
ださい。なお申請の際、番号が記載された資料の添付が必要になります。

「登録番号に対応する生産ライセ
ンスの証明をご提供ください」と指
示がありました。

Registration No.「登録番号」（P.5）と添付した（P.9⑮）営業許可証番号が一致
しているか、ご確認ください。

アカウント作成後、新規登録をしよ
うとするとエラーメッセージがでます。

Registration Numberが入力されていない場合にエラーメッセージがでます。
入力方法はP.5をご参照ください。

商品を追加登録したいです。 Application for modification から追加登録してください。
カテゴリーが変わる場合はApplication for registrationより登録してください。

登録状況を確認すると、waiting 
for〜となっていました。

「審査待ち」の状態です。次に being accept by GACC「審査中」となり、承認されると
「Approved」となります。差し戻しの場合は「 to be corrected by Enterprise 」となり
ますのでviewをクリックし、差し戻し内容を確認してください。

HS/CIQコードがわかりません。 現地輸入者等を通じて中国側にHSコード、CIQコードをご確認ください。

7条or9条を確認する方法を教え
てください。

Product type enquiry で当該HS/CIQ コードを検索することにより確認することがで
きます。また、システムログイン前のトップ画面にある「Food products and the 
categories」からも検索が可能です。

承認されたか確認したいです。 P.14をご参照ください。

シングルウインドウへの登録有効期
限はありますか？

登録有効期限は 5 年間とされています。延長申請は Application for extension より
行います。

中国当局への問い合わせ先を教
えてください。

Contact us において、シングルウインドウに関する技術的な問題の問い合わせ先として
eport_zixun@customs.gov.cn が公開されていま す。また中国海関総署のホット
ラインが開設されています。（中国語のみ対応、農林水産省 HP に番号掲載）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.htm

https://cifer.singlewindow.cn/
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku3.htm
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9. お問い合わせ窓口

： 045－534－7392

：

農林水産省では新規定への対応のため、専用窓口を設け、

食品事業者の皆様の申請手続きに対応します。

受付時間

（土日祝日を除く）

AM 9：00 〜 12：00

PM 13：00 〜 17：00

中国向け輸出食品の製造等企業登録
（シングルウインドウ）に関する
お困り事をサポートします。

※ 企業名、担当者名、質問内容をご記入のうえ、上記メールアドレスまでお送りください。

専用窓口（委託先）

一般財団法人新日本検定協会 （食品営業グループ）

お電話でのお問い合わせはこちら ↓↓↓

メールでのお問い合わせはこちら ↓↓↓

sk-exportfd@shinken.or.jp

mailto:sk-exportfd@shinken.or.jp
mailto:sk-exportfd@shinken.or.jp
mailto:sk-exportfd@shinken.or.jp
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